
事務室ご担当者さま 

  ご面倒をおかけしますが、高教組分会長または書記長へお渡しください  (全１枚) 

 新潟高教組  

非常勤職員勤務対応速報③ 

2020 年４月 22 日 全組合員配布・分会掲示 

4.14 通知撤回！！ 
４月分給与満額支給！ 

(※５月末日までに割り振る) 

在宅勤務・特別休暇も正規と同様 
４月２１日、新教連へ以下の説明がありました。 

4.22 通知『非常勤講師等の勤務について』 

非常勤講師、非常勤養護教員、実習教員 

・年度当初時点で予定していた授業に係る勤務時間と同じ時間数の勤務を命ずる 

・臨時休業期間中、当初予定されていた勤務日の勤務を命ずる 

・学校内でしかできない業務を除き、在宅勤務を命ずることができる 

・年度当初に予定され、４月１５日から通知までに割り振らなかった勤

務時間については５月末日までの勤務時間に加えて命ずるものとする  

抗議文のとりくみありがとうございました。４月２１日時点で５５分会からご協力いた

だきました。今後のとりくみのご協力もよろしくお願いいたします。 

新高教ＨＰ 【新潟高教組で検索】 

成績処理業務は６ヶ月の設定が標準です 考査の回数ではありません 

(新型肺炎にかかる) 


